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日常生活の自立を目指し、ご本人の状態に合わせて家事支援を受けることができます。町が行う研修会を受講したシルバー人材センターの会員が、サービスを提供します。
1．　対象者

　　　・事業対象者（「基本チェックリスト」で生活機能の低下がみられた方）
・要介護認定で要支援１・２と判定された方
　※利用にあたっては、地域包括支援センターが作成する計画書が必要です。
２． サービスの内容
　　　　掃除、調理、洗濯、買い物などの家事支援
　※シルバー人材センターの会員が自宅を訪問して、利用者の皆さんと共に家事を行います。生活の中でできることを増やすことで、日常生活の自立を目指します。
３． １回あたりの利用料
	介護保険負担割合証
	１時間まで
	１時間～１時間半まで

	１割
	１００円
	１５０円

	２割
	２００円
	３００円

	３割
	３００円
	４５０円


※ 週１～２回の利用を目安とします。それ以上必要な場合は、ご相談ください。
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※ 別途、交通費（車賃１ｋｍあたり２５円）・事務費が加算され、１割～３割（介護保険負担割合証の割合）を負担していただきます。
４　問い合せ先
にしあいづ地域包括支援センター
４５－３３２７
福祉介護課介護係　　　　　　　　　　　　４５－２２１４
１か月の利用料（利用者負担額）の積算例
①週１回・１時間の利用で、月４回利用した場合。
②利用者の自宅とシルバー人材センター会員宅との距離が片道１５ｋｍ、
往復３０ｋｍの場合。
③利用者の負担割合を１割とした場合。
利用料　　　　　　　　　　１回 １,０００円×月４回×１割　　　　　＝４００円

交通費　　　　　　　　　　３０㎞×２５円（１㎞単価）×４回×１割＝３００円
事務費（利用料の１２％）　　４００円×１２％　　　　　　　　　　 　＝　 ４８円　　　　　　　　　　　　　　　
　　　合　計（１ヵ月の利用者負担額）　　　　　　　　　　　　　　　　　 ７４８円
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